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　第　　　　　号　　
　　年　　月　　日　　
　　　　　　　　　様
富岡町長　　　　　　　　印　　

　　　　　　年　　月　　日付けで申請のあったこのことについては、福島県屋外広告物条例（昭和61年福島県条例第23号）第　　条の規定により許可できません。
記
　１　広告物の種類、数量
　２　表示区域
　３　許可できない理由
　（備考）
　　　この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に行政不服審査法第２条の規定により町長に審査請求をすることができる。
